
別紙２  

企画書審査基準 

 

企画書は、次に掲げる事項により審査・提案する。 

また、選定された企画書の提出者を、契約の相手方とする。 

 

１ 選定に関する基本的な考え方 

日本遺産映像コンテンツ制作等業務は、日本遺産の構成文化財や地域資源等の映像及

び写真の撮影により、紙媒体、ウェブサイト上等での情報発信や魅力発信のための共通

の素材を確保するとともに、撮影した素材等を用い、日本遺産の魅力ある映像発信のた

めのコンテンツを制作することを目的とする。 

このため、次の項目について審査する。 

 

(１) 企画能力 

・映像素材の撮影コンセプト 

・映像コンテンツのコンセプト 等 

 

(２) 編集デザイン能力 

・映像コンテンツの構成、見た目、利用のしやすさ 等 

 

(３)創意工夫 

・内容のわかりやすさ 

・インパクト 

・おもしろさ 

・観る人を引きつける内容か 等 

 

(４)経費 

・業務内容に見合った適切な経費であること 等 

 

２ 選定方法 

(１)各審査委員が、企画提案ごとに、１の各項目について１点から５点までの５段階評

価を附す。 

(２)各審査委員による審査の合計点が最も高い企画書を採用する。 

(３)合計点の最も高い企画書が複数ある場合には、そのうちから審査委員長が選定する。 


